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「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について 

 

 

 病院における患者等の食事の提供の業務を委託する場合は、「医療法の一部を改正する法

律の一部の施行について」（平成５年２月 15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知）、

「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月 15 日付け指第 14 号厚生省健康政策

局指導課長通知。以下「課長通知」という。）においてその具体的な業務の運用について定

めているところである。 

今般、「食品衛生法等の一部を改正する法律」（平成 30 年法律第 46 号）が平成 30 年６月

13日に公布され、また、改正法の施行に伴う関係政省令が令和元年 11月７日及び同年 12月

27日に公布されたことにより、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食

施設の取扱いについて」（令和２年８月５日付け薬生食監発 0805第３号厚生労働省医薬・生

活衛生局食品監視安全課長通知）が発出され、集団給食施設の取扱いが変更されたことに伴

い、課長通知で示している院外調理における衛生管理及び HACCPの概念に基づく衛生管理に

係る内容を別添のとおり改正することとしたので、改正内容を御了知の上、その実施に遺漏

なきようお願いする。 

なお、HACCPに沿った衛生管理及び食品衛生責任者の選任については、令和３年６月１日

までは経過措置期間として、その間は従来の基準が適用されることを申し添える。 

 



 

○「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月 15 日付け指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知）新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後  改 正 前 

指 第 1  4  号  

平成５ 年２ 月 1 5 日 

【最終改正】 医政地発 0805 第１号  

令 和 ２ 年 ８ 月 ５ 日  

 

 

（略） 

 

第一～第三 （略） 

 

第四 患者等の食事の提供の業務について(令第４条の７第３

号第２号関係) 

１（略） 

２ 院外調理における衛生管理 

（１） （略） 

（２）調理方式 

（略）この場合にあっても HACCPの考え方を取り入れた

適切な衛生管理が行われている必要があること。 

ア～エ （略） 

指 第 1  4  号  

平成５ 年２ 月 1 5 日 

 

 

 

 

（略） 

 

第一～第三 （略） 

 

第四 患者等の食事の提供の業務について(令第４条の７第３

号第２号関係) 

１（略） 

２ 院外調理における衛生管理 

（１） （略） 

（２）調理方式 

 （略）この場合にあっても HACCPの概念に基づく適切な

衛生管理が行われている必要があること。 

ア～エ （略） 



(３) HACCPの概念に基づく衛生管理 

ア HACCP 

HACCP(危害要因分析重要管理点)とは、衛生管理を行

うための手法であり、事業者自らが食品の製造(調理)工

程で衛生上の危害の発生するおそれのあるすべての工程

を特定し、必要な安全対策を重点的に講じることをいう

ものであること。 

イ HACCPによる適切な衛生管理の実施 

患者給食業務においては、院外調理に限らず、常に適

切な衛生管理が行われている必要があるが、患者給食の

特殊性に鑑み、特に大量調理を行う場合については、食

中毒の大量発生等を危惧されることから、より厳密な衛

生管理が求められるものであること。このため、HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理の徹底が重要であるこ

と。 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行うに当たって

は、「大規模食中毒対策等について」(平成９年３月 24

日付け衛食第 85号生活衛生局長通知)が従来示されてい

るところであり、これに留意する必要があるが、前記通

知に定められた重要管理事項以外に、危害要因分析の結

果、重要管理点を必要に応じて定め、必要な衛生管理を

行うこと。 

(３) HACCPの概念に基づく衛生管理 

ア HACCP 

HACCP(危害分析重要管理点)とは、衛生管理を行うため

の手法であり、事業者自らが食品の製造(調理)工程で衛

生上の危害の発生するおそれのあるすべての工程を特定

し、必要な安全対策を重点的に講じることをいうもので

あること。 

イ HACCPによる適切な衛生管理の実施 

患者給食業務においては、院外調理に限らず、常に適

切な衛生管理が行われている必要があるが、患者給食の

特殊性に鑑み、特に大量調理を行う場合については、食

中毒の大量発生等を危惧されることから、より厳密な衛

生管理が求められるものであること。このため、院外調

理においては、HACCPの概念に基づく衛生管理が重要で

あること。 

HACCPの概念に基づく衛生管理を行うに当たっては、

「大規模食中毒対策等について」(平成９年３月 24日付

け衛食第 85号生活衛生局長通知)が通知されたところで

あり、これに留意する必要があるが、前記通知に定めら

れた重要管理事項以外に、危害分析の結果、重要管理点

を必要に応じて定めること。この場合には、HACCPに基

づき必要な衛生管理を行うこと。 



なお、院外調理に限らず、病院内の給食施設を用いて調

理を行う従前の業務形態においても、HACCPの考え方を

取り入れた衛生管理を実施する必要があることに留意さ

れたいこと。 

ウ 標準作業書 

適切な衛生管理の実施を図るためには、標準作業書は

HACCPの考え方を取り入れて作成されたものであるこ

と。 

 

なお、院外調理に限らず、病院内の給食施設を用いて

調理を行う従前の業務形態においても、HACCPの導入に

よる衛生管理の充実は望ましいものであることに留意さ

れたいこと。 

ウ 標準作業書 

適切な衛生管理の実施を図るためには、標準作業書は

HACCPの概念に基づいて作成されたものであること。 

 

 


